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• 本資料は、報告書作成における注意項目をまとめ、報告書の精度向上を目的としております。

• 法改正に伴う記載項目の追加、EEGSシステムによる電子提出に伴い、同様の記載誤りが散
見されます。本資料では誤りの多い箇所に絞り、その解決方法を提示しております。

• 本資料は実務担当者向けのあくまでポイント資料としての活用を想定しておりますので、詳
細につきましては、必ず記載要領を確認頂きますようお願いいたします。

※令和6年度より、EEGS（イーグス）による作成・提出を原則としています。
※EEGS利⽤には事前に地⽅経済産業局に様式43「電子情報処理組織使⽤届出書」 の提出が必要です。
※アクセスキーの期限切れ、ログインIDが不明の場合は、経済産業局までお問い合わせ下さい。
（ログインIDは特定事業者・特定荷主共通です。） 

令和７年度 定期報告書・中長期計画書の作成のポイントについて

はじめに
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0１．作成前の準備

「作成作業の前にしっかり準備を整えましょう」
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省エネ・温対法・フロン法電子報告システム（EEGS）の利用

• 省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム（通称：EEGS（イーグ
ス））」は、電子報告ステムです。省エネ法・温対法・フロン法に係る
報告は、原則EEGSを御利用ください。

• まだ登録されていない場合は速やかに必要事項を記載の上、「電子情報
処理組織使用届出書」（様式43）をご提出ください。
（様式は以下サイトからダウンロード）
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving
/enterprise/factory/download/

• 特定排出者番号は以下サイトで検索出来ます。
（検索⽅法③を利⽤する場合は企業コードを特定排出者番号として記載
ください。）

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/search.html

• ご提出は下記住所まで郵送にてお願いいたします。

〒730-8531
広島県広島市中区上八丁堀６番30号
広島合同庁舎２号館
中国経済産業局 エネルギー対策課
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EEGSにログイン出来ない場合の対応方法

• ID、パスワードを紛失した場合は初期化・再発行することが可能です。

• 以下フォームを送信後、半日から1日ほどでアクセスキーを再発行します。

https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kanto01/sho_energy_eegs

• 届いたメールの案内に従い、ID・パスワードを再設定してください。
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EEGS登録の担当者情報の確認

• 省庁からの報告書に関する連絡は登録された担当者アドレスに自動で送信されます。
• 担当者情報が古い情報のままになっていると担当者に必要な連絡が届きません。
• 必ず登録情報が最新になっているかご確認ください。

「管理機能」
↓

「その他」
↓

「担当者管理」
↓

「検索ボタン」
↓

「担当者情報を確認・編集」
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報告書を確認

• 昨年度の報告をEEGSで作成いただいた場合は以下手順により昨年度報告書のダウンロード
が可能です。

• また、検索年度を変更することにより、当年度の報告書も出力可能です。
• なお、サーバーのアクセス状況によってはダウンロードに時間がかかる場合があります。

「報告書の提出」
↓

「報告書の一覧」
↓

「検索タブから対象の年度を選択」
↓

「報告書詳細」（えんぴつマーク）を開
き、報告書をダウンロード
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0２．作成時の注意事項

「特に誤りが多かった事項とその解決方法を紹介します」
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事業所登録の方法

• 複数の事業所をまとめて1事業所として報告する場合、
設定を誤ると該当事業所が特定-第11表に未指定工場として記載されてしまいます。

• （例）全国にある店舗を各県ごとで「○○県（店舗）」として報告する場合等
• EEGS 管理機能＞事業所管理＞事業所情報入力 にて「一括算出」を選択してください。
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エネルギー管理企画推進者情報（特定１表）

• エネルギー管理企画推進者の情報は最新情報に更新ください。
• メールアドレスは必ず記載をお願いいたします。
（記載がない場合は省庁からのクラス分け判定結果や執行上の注意事項等の連絡が届かなくなってしまいます。）
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電気需要最適化（特定２表1-2）

• 計算サポートツール(Excel)の計算結果を､EEGSに入力願います。

中国経済局ホームページの「定期報告書・中

長期計画書の作成ポイントと提出期限につい

て」にある計算サポートツール(Excel)をダ
ウンロード(保存)

   ↓

地域別に､月別・時間帯別の電気使用量を､

上記Excelの入力シートに入力(次葉参照)

   ↓

同Excelの集計シートの数値･原油換算klを

EEGS 電気使用量の月別･時間別入力 へ転記

  ↓

※１この内容で入力する → 入力内容を保存

  ↓

※２定期報告書の入力の特定表第2表を選択し、

報告書データの更新→※１入力内容を保存

①EEGSのエネルギー使用量の入力を

開き、②電気使用量の月別･時間別入力 

を選択する(入力⽅法は次葉参照)
①

②

(指定表がある場合には指定表も同様に更新･保存下さい) 12
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電気需要最適化（特定２表1-2［月別］）

1. 保存したExcelの入力シートを
開き､kWhで入力する。

入力シートに
kWhで入力する

EEGSへの
転記は千kWh

重要：データの保存※１及び定期報告書への反映(報告書データの更新※２)

は前葉の※１､※２参照

3. EEGSのを開き､電気使用量の月別･
時間別入力に転記する。
その際､数値は千kWhになってるの
で､そのままの値をEEGSに転記。

集計シート
は千kWhで
表示される

2. 同Excelの集計シートを開き､表示
データ(数値)が kWhから 千kWh
に変換されていることを確認する。

4.この内容で入力する

を押下し確定する
（続きは前葉の※１へ） 13



特定３表・4表の不一致

• 特定３表1-1.2-1「原単位の対前年度比」が特定４表の値と一致しないケースが多くありました。
• 一致しない場合は画面右上のボタンからデータ更新を行い、数値を一致させてください。

（例）特定3表1-1 （例）特定4表1

99.9

96.5≠
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入力内容の修正等を行った際の反映方法

• 指定表、特定表のエネルギー使用量等の入力内容を変更した場合は、報告書を最新の状態にするため、
各表右上にある「入力内容を保存」をクリックした後、「報告書データの更新」をクリックしてください。

• また、入力した各表から別の表へ移動した場合は、「報告書データの更新」をクリックした後、入力を行い、
   入力が完了したら「入力内容を保存」をクリックしてください。

指定-第4表、5表、6表、特定-第2表、第3表、4表においては、
各々の入力欄からフォーカスアウト※することにより、
表内の再計算が行なわれます。
※フォーカスアウト：現在入力中のセル等からカーソルを移動させること
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0３．提出について

「提出の方法及び注意事項について」
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報告書の提出方法（入力チェック）

• 入力チェックの結果、問題がない場合は「報告書の内容は、問題ありませんでした。」との
メッセージダイアログが表示されます。

• なお、エラー表記が橙色の場合は注意のため、提出自体は可能です。（赤エラーは不可）
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入力チェックのエラー発生時の処置と提出手順(1)

1.｢報告書の提出｣を押下し､｢報告書(届出等)の一覧｣を押下すると対象報告書が表示されます。

2.対象報告書の  ｢入力チェック｣を押下します。

2025 省エネ法定期報告書(工場等)
一時保存
データあり

2025/07/07 15:00
(2025/07/07 15:15)

定期報告書の編集

定期報告書の入力チェック

定期報告書の提出

定期報告書の取下げ

凡例

入力チェック   で報告書内容にエラーが解消(赤帯が解消)しないと､提出

マーク は表示されず、報告書は提出頂けません。

18



入力チェックのエラー発生時の処置と提出手順（２）

3.赤帯(エラー)･オレンジ帯(警告)のコメントが表示されたら､赤帯のコメントを修正し､入力内容

を保存 を押下すると赤帯のコメントが解消しますので､報告書データの更新 を押下願います。

赤
帯
が
消
え
て
オ
レ
ン
ジ
帯

だ
け
に
な
れ
ば
提
出
可
能

赤帯が発生したままで
は提出できません

4.オレンジ帯のコメントだけとなれば､コメント箇所

を確認し､修正の必要性がなければ､十数分待って

頂くと     の横に  が出るので､その  を押下して

提出頂けます。
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報告書の提出方法（提出先選択）

• 報告書を提出する際には、まず提出先を登録する必要があります。
• 提出する報告書を選択し、「提出」ボタン(横矢印マーク)をクリックします。
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報告書の提出方法

• 提出先選択画面が表示されます。各項目のプルダウンから提出先を設定します。
• 複数の提出先を登録する場合は、「追加」ボタンをクリックします。
•  主たる事業を所管する省庁について、「主」にチェックを付けてください。 主たる事

業が複数省庁による共管の場合は、複数選択可能です。 
•  省エネ法（工場等）の場合、提出先として経済産業省が初期表示されています。
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報告書の提出方法

• 報告書を提出するには、提出先選択画面から「報告書を提出する」ボタンをクリックします。
•  報告書の提出が完了すると、受領書がダウンロード可能です。社内で報告書を提出したこと

を証明する書類としてご利用ください。 
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その他（密接な関係を持つ値【原単位分母】の変更）

• 原単位分母の名称、単位は原則として前年度報告と同じにする。やむを得ない事情で変更する場合、
「変更説明書」を作成、定期報告書に添付して提出して下さい。（事前の相談は不要）

• 定期報告書は、過去5年分の原単位変化状況も含め、変更後の内容で作成して下さい。

• 「変更説明書」 (様式任意、押印不要) には以下の内容を記載。
①提出年月日、事業者の名称、担当者の職名 氏名 連絡先（実際に連絡のつく電話番号)
②変更の理由(新分母が旧分母に比してより密接性が高い根拠を示すと良)と 変更内容
③変更前後の分母を⽤いた特定4表(過去5年間分の原単位変化状況)様式の対比表(指定6表も同様)

(エネルギーの使⽤に係る原単位、電気需要最適化評価原単位 のどちらも必須 )

＊ 省エネの取り組み状況は「5年度間平均原単位変化」にて確認、評価(クラス分け)を行います。
したがって、変更後5年間は原単位分母の変更はせずに原単位を算出して下さい。
（継続して省エネ状況を把握できる分母であるかも含め、充分検討すること）

変更後の内容で

「定期報告書」
を作成

「変更説明書」を作成・添付

①提出者 連絡先
②理由 変更内容
③変更前後の対比

原則

変更しない

・諸事情により
⇒⇒⇒

<変更>

変更
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0４．中長期計画書について

「作成の流れと必ず記載いただきたい箇所について」
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EEGSによる中長期計画書作成の流れ
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Ⅳ 非化石エネルギーへの転換に関する計画

１－１には全ての事業者が非化石電気の使用状況における目標を記入してください。

①Ⅳ１－１表の「指標の範囲全体のエネルギー使⽤量」には、事業者全体で使⽤した電気の
使⽤量を原油換算値で記入してください。報告書データの取り込みを押下すると自動で定
期報告書特定表第４表３の数値が記載されます。

②Ⅳ１－１表の「目標」欄では、事業者全体で使⽤する電気の非化石比率に関する2030年度
の目標値を記入してください。

① ➁

自社の現状を踏まえ、
上回る目標値を設定
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0５ ．提出前の最終チェック
「提出前に再度確認し、確実に提出を完了しましょう。」
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提出前のチェック表
必ずPDF等で報告書全体を確認したうえで提出をお願いします
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終わりに

定期報告書及び中長期計画書の作成する意義は以下のとおりです。
• 国がカーボンニュートラル・エネルギー関連政策やその支援策を講じる際の基礎資料とする。
• 事業者が自らのエネルギー使⽤量・使⽤時間帯や効率（原単位）を把握し、結果を共有、振り返り対策を講
じることを継続的に行うこと（PDCAサイクルの構築）により、省エネ対策等を推進する。

「定期報告書」及び「中長期計画書」は、法令により提出期限が毎年度７月末日と定められています。
• 本報告は、個別の事情等により提出しない、提出期限までに提出しないことは法令違反となり、罰則を適用
する場合や省エネルギーに関する各種支援策を受けられなくなることがあります。
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エネルギー使用量の入力 例 電気使用量（非化石証書の使用割合)

30

追加資料１
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ここの入力は、『非化石証書の使⽤割合』です。

『非化石電気の割合』とよく似ているので
ご注意ください。

『非化石証書の使⽤割合』は各小売電気事業者が
電気メニューごとの使⽤割合を定めて、
電気を販売しています。

また、この割合は『非化石価値』と言えます。

・表示されている「メニューA」は、再エネプレミア等であり、非化石証書を価値を１００％ 賦課した
電力メニューです。つまり、非化石価値１００％ のコストが加味された売電メニューとなります。

・定期報告書においては、電気事業者の一般契約を「残差メニュー」とします。この『残差』メニュー
の表現は、資源エネルギー庁が使⽤する呼称であり、電気事業者の社内では一般的に使⽤されていない
表現です。

・この残差メニューは、国で定めた一定量の「非化石証書」の価値が加算され、電気事業者から購入した
電気の「非化石電気の割合」が増加します。この割合は、以下の計算式いより算出されます。

・残差メニューにおける非化石価値の加算は、2024年度・2025年度ともに13％です。
ここでの「この割合」は、Aのことで、
中国電力の2024年度実績はA＝17％ です。
EEGSでは、電気メニューにリンクし
初期値 17％ にしています。

・加算される「非化石価値」は、FIT制度などによって
得られた価値のうち、売却されなかった分（残差）に
相当します。この残差を電事業者の一般売電メニュー
に再配分される仕組みです。

・電事業者が国の機関の代理で徴収する賦課金は、
FIT制度に基づいて徴収されるものであり、
このFIT制度の賦課金が、再配分する「非化石価値」
の原資となります。
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＜電気事業者の売電メニュー＞ 定期報告書 記入要領 52ページの要約記載

【1】一般の電力契約（残差メニューなど）
→ 電気事業者が公表している「残差メニュー」の非化石証書使用状況を元に算定する。
→ この情報は事業者のホームページで円グラフなどで確認可能。

【2】特定の電力メニュー契約（例：非化石＊＊％メニュー）
→ 契約メニューに記載された非化石割合（＊＊％）をそのまま使用状況として

算定する。

【3】最終保障供給（一般送配電事業者による契約）
→ 非化石証書の使用状況は「0％」として扱う。
→ ただし、計算式に当てはめると非化石割合は「13％」となる。

＜一般契約「残差メニュー」＞ ※（参考）旧一般電気事業者の一般的な電力メニュー(残差)における非化石証書の使⽤状況（出展：定期報告書記入要領 53ページ）

旧一般電気事業者
非化石証書の使用状況 電気の非化石割合

A   (2023 年度実績）
＝｛A＋(1－A)×0.13｝

×100(%)
※13%は「FIT売れ残り分」に相当する非化石価値です。

北海道電力 20.0% 30.40% https://www.hepco.co.jp/corporate/company/ele_power.html 

東北電力 18.0％ 28.70％ https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/energy/ 

東京電力 16.0％ 26.90％ https://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html 

北陸電力 18.0％ 28.70％ https://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/dengen.html 

中部電力 16.0％ 26.90％ https://miraiz.chuden.co.jp/company/supply/configuration/ 

関西電力 20.4％ 30.70％ https://kepco.jp/ryokin/power_supply/ 

中国電力 17.0% 27.80% https://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html 

四国電力 17.0% 27.80% https://www.yonden.co.jp/customer/composition_and_co2/index.html 

九州電力 19.0% 29.50% https://www.kyuden.co.jp/rate_adj_power_composition_co2.html 

沖縄電力 0.0% 13.00% https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/corporate/profile/s_and_d.pdf

    注）上記に無い電力メニュー非化石電気の使⽤量の算出⽅法は前のページをご参照ください

・ＥＥＧＳでは、非化石証書の使⽤状況を入力すれば、
当該電力メニューの非化石割合は自動計算します。

・一部主要な旧一般電気事業者の電力メニューについては、
2023 年度実績をもとに自動計算しますが、当該事 業者が
2024 年度実績を示している場合は、
当該割合を非化石証書の使⽤状況として計算いただけます。

https://www.hepco.co.jp/corporate/company/ele_power.html
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/energy/
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/energy/
https://www.tohoku-epco.co.jp/dprivate/attempt/energy/
https://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html
https://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html
https://www.tepco.co.jp/ep/power_supply/index-j.html
https://www.rikuden.co.jp/ryokinshikumi/dengen.html
https://miraiz.chuden.co.jp/company/supply/configuration/
https://kepco.jp/ryokin/power_supply/
https://www.energia.co.jp/elec/free/co2/index.html
https://www.yonden.co.jp/customer/composition_and_co2/index.html
https://www.kyuden.co.jp/rate_adj_power_composition_co2.html
https://www.okiden.co.jp/shared/pdf/corporate/profile/s_and_d.pdf


33

＜中国電力の場合＞

・特定事業者等法人との売電契約は、①再エネ特約、②再エネ特約(プレミアム)、③一般契約の三種類があります。

・3種類の買電契約で、その契約内容の詳細については、営業部門で細かく定めることがあるので、
非化石証書の使⽤割合など、売電元の営業担当に確認をお願いいたしま。

・環境省ホームページで、排出係数を公開しているので参考願います。

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev.pdf

https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev.pdf
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev.pdf
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/files/calc/r07_denki_coefficient_rev.pdf
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ご参考情報

（ご参考）

・2030年国の電源非化石率割合目標44％以上(高度化法)より、電気事業者においても同等44％以上を目標としています。
ちなみに、日本の2040年非化石率の目標値は80%以上、2050年カーボンニュートラルの（100％）達成とされています。

・2023年度の電気事業者の非化石割合の実績値（買電）

中国電力： 22.6％(2023) → 30.7％(2024) ・・・・・・＜目標 44％以上(2030)＞

九州電力： 30.4％(2023) → 29.5％(2024)  ・・・・・・＜目標 44％以上(2030)＞

高度化法の正式名称：

「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」

概要 高度化法は、電気・ガス・石油事業者に対し、再生可能エネルギーなど非化石電源の利⽤促進と化石燃料の

効率的活⽤を義務付ける法律。

特に電気事業者には、2030年度までに供給電力のうち非化石電源比率を44％以上にすることが求められており、

未達成の場合は指導・勧告・命令・罰則の対象です。



電気使用量の月別・時間帯別入力（電気需要最適化原単位）
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追加資料２
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DR実施日数のカウント可否
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追加資料３
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